
ゲートボールならびにスポーツ 1面につき

スポーツ以外 1面につき

　備　考

《屋内ゲートボール場》　【町内・町外】

　上記の金額は1面あたりの金額で、2面（全面）使用の場合は、倍額となる。

　東北町民以外の方が使用する場合は倍額とする。

1,000円

2,000円

1,000円

2,000円 1,000円

9：00～12：00 13：00～16：00 上記時間外（1時間毎）

　（注）照明料・暖房料については、別途徴収となります。詳しくはお問い合わせください。

500円


